
 

 

 

 

＊このアンケートに既に回答されている場合には、回答済欄を○で囲んでください。・・・・・・・⇒ 

  この場合以下のアンケートへの御回答は必要ありません。ご協力ありがとうございました。 

 

質問 １ 該当するところに○をつけてください。 

 

区　　分 保護者 学校評議員 教職員 高校生

性　　別 男性 女性

年　　代

居住地 中央区 東区 西区 南区 北区

　10代　　 20代　　 30代　　 40代　　 50代　　 60代　　 70代以上

 

 

質問 ２ あなたは、次の教育施策について、今後、熊本市で力を入れて行う必要があると思いますか。 

あなたのお考えに最も近い番号に○をつけてください。 

番

号 教育施策の内容 必要
どちらかと言

えば必要

どちらでも

ない

どちらかと言

えば必要

でない

必要でない

1 心を育む教育や規範意識などの道徳教育、人権教育等の充実 1 2 3 4 5

2 体験学習（勤労・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験、文化芸術への触れ合い等）の充実 1 2 3 4 5

3 進路指導やキャリア教育（勤労観・職業観を育む教育）の充実 1 2 3 4 5

4 郷土学習など地域を愛する教育の推進 1 2 3 4 5

5 安全なインターネット利用など情報モラル教育の推進 1 2 3 4 5

6 ＩＣＴ（パソコン、デジタル教科書等）を活用した授業の推進 1 2 3 4 5

7 基礎学力の向上、学ぶ意欲の向上や読書活動の充実 1 2 3 4 5

8 英語教育や国際教育の推進 1 2 3 4 5

9 放課後、土曜日等を活用した学習機会の拡充 1 2 3 4 5

10 環境教育の推進 1 2 3 4 5

11 体力の向上や食育など健やかな身体の育成 1 2 3 4 5

12 部活動の適正な推進 1 2 3 4 5

13 命を大切にする教育や性に関する教育の充実 1 2 3 4 5

14 いじめ・不登校等への対応や相談体制の充実 1 2 3 4 5

15 特別支援教育や就学・発達に関する相談体制の充実 1 2 3 4 5

16 教員が子どもと向き合う時間の確保 1 2 3 4 5

17 ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰやｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ、学級支援員等の配置の拡充 1 2 3 4 5
 

平成27年4月1日「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が施行

され、熊本市長が地域の実情に応じて、教育、学術、文化の振興に関する総合的な施策の大綱（目

標や施策の根本的な方針）を策定することになりました。 

そこで、熊本市はこれからの教育政策の大きな方針となるこの「教育大綱」を定めるにあたり、保

護者や地域の方々など、多くの皆様からの御意見を聞きながら策定してまいりたいと考えておりま

すので、以下のアンケートへのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

＊裏面の御回答もお願いします。 

 

回答済 

教職員・保護者・学校評議員・高校生用 

別紙 １ 



番

号 教育施策の内容 必要
どちらかと言

えば必要

どちらでも

ない

どちらかと言

えば必要

でない

必要でない

18 教職員の研修の充実や指導力・資質の向上 1 2 3 4 5

19 学校規模の適正化（小規模校・大規模校への対応） 1 2 3 4 5

20 小中一貫教育や小中連携した教育の充実 1 2 3 4 5

21 エアコン設置など学校施設の充実 1 2 3 4 5

22 教育文化施設（図書館・博物館・公民館等）の充実 1 2 3 4 5

23 学校・家庭・地域の連携（学校支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｽｸｰﾙ等） 1 2 3 4 5

24 家庭教育（生活習慣、社会的ﾙｰﾙ等）への支援体制の強化 1 2 3 4 5

25 学校内外の安全対策（通学路の安全確保、不審者対策等） 1 2 3 4 5

26 避難訓練やﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ等を活用した防災教育の充実 1 2 3 4 5

27 18歳選挙権の導入を踏まえた主権者意識の育成 1 2 3 4 5

28 放課後児童対策の推進 1 2 3 4 5

29 社会的な支援の必要性がある子どもや家庭への支援（児童虐待防止等） 1 2 3 4 5

30 母子・父子家庭の自立支援の推進（子育て・生活支援等） 1 2 3 4 5

31 子どもの貧困対策の推進（学習支援事業等） 1 2 3 4 5

32 子育てにおける経済的支援の適切な実施（児童手当・子ども医療費助成） 1 2 3 4 5

33 子どもの権利の保障 1 2 3 4 5

34 子ども青少年健全育成活動の推進 1 2 3 4 5  

 

質問 ３  あなたが、これからの熊本市の教育施策について、特に優先的に取り組んでいくべきと思わ

れるものを、質問２ に掲げた教育施策内容の番号から５つまで選んでください。 

       

【記入例】 

優先すべき教育施策が「１心を育む教育」「5情報モラル教育の推進」「14いじめ・不登校への対応」

「25学校内外の安全対策」「31貧困対策の推進」の場合 

     
1 5 14 25 31

 

 

質問 ４  これからの熊本市の教育について、子どもたちのために必要だと思うこと、または、今後  

もっと力を入れていくべきと思われる内容などありましたらご記入ください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ  熊本市市長政策総室 政策企画課       電話 ３２８-２０３５ 

                                        熊本市教育委員会事務局 教育政策課  電話 ３２８-２７０４ 

 


